
補 正 予 算 の 規 模　　　　　７億５，８００万円

　　　特別会計 　　　　　７億５，８００万円

補 正 後 の 予 算 規 模　６，９０３億３，７００万円

　　　特別会計 　３，６９０億３，７００万円

不足が生じることから、地方自治法施行令第１６６条

２   補正予算の内容

専決処分（平成２０年度補正予算） の概要    

［予算額については、百万円単位で整理した。］

１   規   模

今回の補正予算は、平成１９年度の国民健康保険事業

の２の規定に基づき、平成２０年度予算の繰上充用

により対応するため、平成２０年５月２３日に専決

特別会計及び老人保健医療事業特別会計において収支

処分し たも のである。

事 業 名

１　国民健康保険特別会計 １　繰上充用金 267,000

　　　保険料の減収に伴い平成19年度に収支不足が生

　　　じることから、平成20年度の保険料を繰上げて充用

２　老人保健医療特別会計 １　繰上充用金 491,302

　　　国・県支出金の概算交付に伴い平成19年度に収

　　　支不足が生じることから、平成20年度に精算交付

　　　が見込まれる国・県支出金を繰上げて充用

491,302

（単位：千円）

金 額 内 容

267,000
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資料

 １  歳入歳出予算内訳

補正前の額 補 正 額 計

国民健康保険事業 80,840,140 267,000 81,107,140 保険料 267,000

老人保健医療事業 6,247,371 491,302 6,738,673
国庫支出金

県支出金

429,979

61,323

計 368,279,098 758,302 369,037,400

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳区 分

特
別
会
計
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